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１ 開      会 

 

● 保安企画課長 

それでは、ただいまから第５回交通政策審議会航空分科会航空保安システム整備部会を開催

させていただきます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、まことに

ありがとうございます。 

 議事に入らせていただきます前に、私ども航空局の幹部に異動がございましたので、御紹介

をさせていただきます。 

 まず、次長でございます。 

● 航空局次長 次長に就任をいたしました。よろしくお願い申し上げます。 

● 保安企画課長 審議官でございます。 

● 審議官 よろしくお願いいたします。 

● 保安企画課長 

 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 クリップを外していただきまして、議事次第、それから資料が５－１～５－４まで４分冊ご

ざいます。次に参考資料として、参考資料１～６まで６分冊、最初の参考資料１は１枚紙でご

ざいます。 

 以上、御案内いたしました資料で抜けているものはないでしょうか、よろしいでしょうか…

…。 

 なお、本日は現時点で総員５名中５名の御出席ということでございまして、交通政策審議会

令第８条第１項による定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。  

 それでは、部会長、本日の議事につきましてよろしくお願いいたします。 

 

２ 議    題 

（１）パブリックコメントへの対応について 

 

● 部会長 

 それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきます。 

 まず議題（１）「パブリックコメントへの対応について」ということで説明資料がございま
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すので、事務局の方からお願いいたします。 

● 保安企画課長 

 それでは、議題（１）、資料５－１でございますが、「パブリックコメントに対する回答案」

を説明いたします。 

 これは第４回のシステム整備部会で御審議いただきましたけれども、きょう御了承いただく

中間とりまとめの素案というものを御説明いたしまして、それについてパブリックコメントを

実施いたしましたところ、３者から御意見をいただきました。その３者と言いますのは、１ペ

ージ目の上の方に凡例としてございますが、定期航空協会、日本航空機操縦士協会、それから

民間の通信事業者の３者でございます。 

 その下に左欄、右欄に分かれておりまして、要望・意見と回答案ということでございます。 

 ちなみに参考資料１という１枚紙がありますけれども、これはこの要望の中でシステム整備

部会の審議の対象ではないと考えられる項目につきまして、航空局として回答したというもの

でございまして、この整備部会での説明は省略をさせていただきます。 

 資料５－１に戻りまして、１ページ目でありますが、これは定航協から出されている全般に

わたる御要望、御意見でございますが、要旨は、具体的な整備方策はいろいろ書いてあります

けれども、優先度や実施時期に関する記述がほとんど見受けられない。安全対策とか容量の拡

大方策、これは非常に重要なので重点化すべきであるといったような御意見でありますけれど

も、実施時期について記述がないということは事実そのとおりでございますが、これにつきま

しては回答案の方にもありますけれども、年末の最終とりまとめに向けまして、今回の中間と

りまとめに盛り込まれているいろいろな具体的な施策があるわけですが、それらについて関係

者等と調整を図りながら実施時期の対応を明らかにしたいと考えているところであります。ま

た、安全対策、それから空域容量の拡大、これにつきまして、これが重要なことであるという

ことは中間とりまとめの案の各論のところで章立てしている、この２つについては一番最初の

ところで出てくるのですが、章立てしていることからも言うまでもないことでありますが、文

章表現としても、内容としても中間とりまとめの案の中のまず１の基本的考え方というところ

にも出てまいりますし、また各論のところでもその重要性を踏まえた記述をしているというこ

とで、そこの点については認識の違いはないと考えております。 

 ページをめくっていただきまして、これは中間とりまとめの項目立ての順番に整理させてい

ただいておりますが、「１．ニアミス事故再発防止を含む航空の安全の確保について」のとこ

ろは、以下、簡単に御説明させていただきますけれども、（１）以外はほぼ要望に沿った回答
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内容となっております。 

 （１）は何かと申しますと、これは主なものとして、次期管制卓システム、これを我が方で

８次空整で導入しようということで考えているのですが、その次期管制卓システムの早期導入、

前倒しというような意味でありますが、そういう要望であります。これは国の方としても早期

に実施したいということはやまやまでありますけれども、なかなかそうはできないという理由

が回答欄に書いてあるわけですが、この次期管制卓、これは次の世代のものでありますけれど

も、管制官が管制業務に用いる一番重要なツールでありまして、今後、航空交通量が増大した

場合においても、管制官がその対応により生ずる負荷が軽減できるようにということで運用面、

技術面からの詳細な検討が必要であるというものでありまして、プロトタイプの卓を製造し、

評価して、それをつくり直した管制卓をまた評価するといったような製造、評価といったステ

ップを重ねていかなければならないというものでありまして、19年度より前倒しすることは困

難であるということが書いてございます。 

 （２）以下要望には沿った回答でありますが、（２）は管制官が航空機の運航、性能に関す

る知識を習得する機会を充実するという話です。 

 （３）がＴＣＡＳなど新技術を導入するに際しては、国と企業は情報交換をしていくという

こと。 

 （４）はデータ通信をモニターする方策、これは無線交信ですと他機の更新内容も周波数が

合っていれば把握できるのですが、データ通信は１対１の通信だということで、そういったよ

うなことができないので、それをモニターする方策についての検討も進めようと考えておりま

す。 

 それぞれ要望に沿った回答であると思います。 

 「２．次世代システムの導入による航空交通容量の拡大」でありますが、（５）の最後の項

目以外はほぼ要望に沿った内容であります。 

 （１）はパイロット全体が共通した認識を持てるような機会を充実してほしいという話。 

 それから、（２）は国際会議において国がより積極的な役割を果たすということをしてほし

いということ。 

 それから、（３）は空港処理容量の拡大に際しては、空域容量との整合性を図るべきである

ということ。 

 （４）は次世代システムの展開をするに当たっては、４ページに入りますが、グローバルな

システムと調和を図りながら行うべきであるということ、これはそれぞれ要望に沿った内容の
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回答になっております。 

 （５）でありますけれども、これは一番最初の２行でＶＤＬ  Ｍｏｄｅ－３というVHF Digital 

LinkというもののＭｏｄｅ－３の整備方針は世界的な動向を踏まえたものと思えず唐突であ

るということでありますが、これは若干誤解があると考えておりまして、中間とりまとめの案

においては確かにデータリンクのモードにおいてはＭｏｄｅ－３のみを記述しておるわけで

すが、国が整備すべきシステムを記述するということに中間とりまとめではしておりまして、

これは民間事業者が整備するというのはこれから外れるという意味です。海外でも国が整備す

べきシステムとしてはＭｏｄｅ－３ということになります。ＶＤＬ Ｍｏｄｅ－２というのは

Ｍｏｄｅ－３よりも一歩手前のシステムでありますけれども、これは管制実施機関が整備する

というものではなく、民間通信事業者が整備して、それを管制実施機関が利用するということ

でありますが、これも欧米と同様であります。我が国においてもそうしたいと考えているとい

うことで、中間とりまとめにおいてはＭｏｄｅ－３ということのみ記述しており、Ｍｏｄｅ－

２の表現はないのですけれども、管制実施機関が民間通信事業者が整備したそれを利用すると

いうことは、欧米、我が国とも変わらないということであります。 

 ３でありますけれども、「空域・航空路の再編などによる運航効率の向上」でありますけれ

ども、これも（５）以外はほぼ要望と同じ内容であります。 

 （１）は定航協からの要望でありますけれども、８項目、細かい項目があります。すべて早

く実施してほしいということでありますが、これについては国としても同じ方向を向いて推進

させようとしているものであります。項目として具体的にここに書いてある５ページから６ペ

ージにかけてのものですが、８項目ありますけれども、一番最初がエンルートにおけるＲＮＡ

Ｖによる複線化、一方通行化、それから２として国内ＲＶＳＭ、空域の一元管理、ターミナル

ＲＮＡＶの導入、５番目が、６ページに移りますけれども、広域レーダー進入管制業務の全国

的展開、それから管制空港化、管制官を配置するということであります。それから、７つ目に

ＡＴＦＭ、フローコントロールの精度向上とＡＴＭ（航空交通管理）の早期実現、８つ目に騒

音軽減方式でありますけれども、プロファイルディセンド方式の導入、これら８項目について

早急にという話でありまして、国の方でも早期導入に向けて努力しようとしているところであ

りますけれども、項目ごとに内容は違うのですけれども、段階的に進めていく、ステップを踏

んでいかなければならないものとか、それから導入に必要な前提条件が未整備であって、すぐ

に導入というわけにはいかないとか、そういった理由がありまして、それぞれの事項の回答欄

のところにそれぞれの事項の推進状況であるとか考え方を書いております。いずれにしても、
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推進させようというふうに努力をしていきたいということであります。 

 ６ページ目の一番下が（２）ですが、交通量に応じた可変的なセクターの導入、これはこの

とおりやろうと考えております。 

 （３）、これは運航方式とか最低気象条件の設定基準の見直しにおいてパイロットの意見を

取り入れてほしいということ、これについてもいろいろな会議の場で意見を取り入れてまいり

たいと考えているところであります。 

 （４）は航空路とターミナル、飛行場周辺、この２つのフローコントロールの調整というこ

とでありまして、これも要望に沿ったことを展開してまいりたいと考えております。  

 （５）、これについては一部困難ということが書いてございますが、これは成田空港の滑走

路西側の空域の有効活用ということでありますが、現時点でその西側の部分、これは羽田の進

入管制区がある部分でありまして、現状では使用が困難ということでありますが、今後という

ことでありますと、その空域について言いますと、関東広域ターミナル管制業務という検討の

中で、現在は進入管制区という空域を羽田と成田とに分けており、これらの空域を従来どおり

分けて運用した方がいいのか、それとも関西のように一体化して運用した方がいいのか、これ

らのメリット、デメリット、それからその必要性も含めまして検討していきたいと考えており

ます。 

 ちなみに、関西の方では関西空港と伊丹、これから整備される神戸空港と１つの空域で関西

空港のターミナルで管制をしているわけですが、これは技術的にそもそも分離が不可能という

空域でして、メリット、デメリットの比較をする以前の話なのですが、関東におきましては現

状分けているとおり、羽田と成田、これは空域的に分離できるだけのスペースがございまして、

これをどうするかということが今後の検討課題であるということになります。  

 それからもう一つ、2,500ｍの滑走路の早期整備、これは当然のことながら努力をしてまい

りたいと考えております。 

 「４．テロ対策を含む危機管理」でありますけれども、突発的な大規模災害やテロ等を想定

した訓練を検討するということで、要望どおりでございます。 

 ８ページ目でありますけれども、「航空保安業務の効率性の向上」ということであります。

（１）以外はほぼ要望に沿った内容であると思いますけれども、（１）というのは３つ項目が

ございますが、まず羽田空港をはじめとする空港処理容量拡大策の早急な実施、これはこの要

望通りに実施していこうと考えております。２つ目、３つ目ですが、ＮＤＢ全廃時期の前倒し、

一次監視レーダーの早期廃止、これはコストの削減ということで、次世代システムではない現
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世代のシステムであるこの２つのシステムをなるべく早く廃止したらどうかという話であり

ますが、これは方向としてはそういう方向でありますが、その回答欄に書いてありますのは、

ＮＤＢというのは方向としてはそういうことでありますが、ＶＯＲ／ＤＭＥというＮＤＢと同

じ航空保安無線施設が設置されていないところもございまして、やはりそういった無線標識に

よる援助ができる施設がないところについてはＧＮＳＳという衛星航法システム、これは次世

代のシステムでありますが、次世代システムの機上装置の装備率次第、装備されれば代替でき

ますということでありまして、それいかんによりますということであります。それから一次監

視レーダー、これも方向としてはそういうことですが、一次監視レーダーを廃止するためには

ＳＳＲモードＳというより高機能の二次レーダーを整備するということが前提であると考え

ておりまして、高機能の二次レーダーの整備と合わせて計画的に廃止していきたいと考えてい

るところです。 

 （２）以降はほぼ要望どおりになっておりますが、（２）、これは民間委託をする際には、

安全ということが基本ですから、民間に委託するのもいいけれども、十分に安全を確保して進

めるべきであると、これはこのとおりであります。 

 （３）管制官とパイロットの対話の機会をふやして効率的な運用を実施してほしいと、これ

もこのとおりであります。 

 （４）、管制にかかる新機材の導入についてはパイロットの意見を取り入れるということ、

それもそのとおりであります。その中で、出発、到着経路の見直しというのも９ページ目のと

ころに書いてございますが、これは機材が低騒音化しているということが理由でこういう要望

が出たわけですが、この辺は環境に十分配慮した上で必要な見直しはしていくことを考えてお

ります。 

 ６の「国際貢献」でありますが、（１）国際貢献については財源等の関係で慎重に対応すべ

きであるということでありますけれども、これは次世代システムの整備というものを確保した

上で国際貢献は進めるという回答でありまして、そもそも基本的には国際貢献は、ＯＤＡもし

くはＪＩＣＡ事業等で実施することを考えており、次世代システム整備への影響という点では

問題ないと考えているところです。ただ、国際貢献というこの中間とりまとめでの位置づけと

いうのは、次世代システムというものに関する国際貢献ということをメインにしておりますの

で、そういう書き方にしております。 

 （２）、これは要望どおりなのですが、英語版の「Aeronautical Information Manual」という

貴重な優れた文献等を普及していくということであります。 
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 ７の「小型機」でありますけれども、これも要望どおりやりますけれども、小型航空機の安

全の確保、利便性、効率性の改善等、運航者等との調整を図りながら進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上であります。 

● 部会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか、よろしゅうございますか……。 

 基本的にそれほど新しいものはございませんので、御質問等がなければ次に進ませていただ

きたいと思います。 

 

（２）今後の航空保安システムの整備計画について 

 

● 部会長 

 それでは、次の議題、これが今回のメインだと思いますが、「今後の航空保安システムの整

備計画について」、事務局の方からまず御説明をお願いいたします。 

● 保安企画課長 

 それでは、議題（２）、資料５－２、「今後の航空保安システムの整備計画（案）（中間と

りまとめ）」について御説明いたします。 

 なお、参考資料４というものがございますが、これはこれまでの部会ですでに出した資料で

ありますけれども、その中で内容がわかりにくいものなどを中心にこちらの方で勝手にではあ

りますけれども、ピックアップいたしまして、幾つか参考資料４としてまとめたものでありま

すので、説明はいたしませんけれども、参考にしていただきたいと考えております。  

 では、資料５－２でありますけれども、第４回のシステム整備部会で中間とりまとめの素案

というものを説明したわけですが、その素案と今回の案とで主な変更点を説明させていただき

ます。これはすべてシステム整備部会の部会長をはじめとした各委員からの御意見、御指摘に

よるものであります。 

 まず１ページ目を見ていただきまして、全体にわたるものでありますけれども、前回、横文

字が多くて非常にわかりにくいという御指摘がありましたもので、このように整理をさせてい

ただきました。まず日本語訳があるもの、例としては１ページ目の真ん中あたりに「国際民間
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航空機関」、これはＩＣＡＯというところなのですが、日本語訳の後に括弧して英語の略称を

アルファベットで入れるという整理をしました。このＩＣＡＯが何の略かというのは別途調べ

なければいけないということになるわけですが、通称「ＩＣＡＯ」と呼んでおりますので、こ

れは第１回目で出しました用語集などを見るということになろうかと思います。それから日本

語訳がないものにつきましては、例としてはそのＩＣＡＯの同じ行にあります「ＣＮＳ／ＡＴ

Ｍ」でありますけれども、これは日本語訳と言いますか、通称ということがないのですけれど

も、英語の略称の後に括弧して英語の全文表記というものを入れたということです。それから

片仮名用語でわかりにくいもの、例としてはその数行上で「データリンク」とか、一番下の段

落にある「インシデント」とか、そういったわかりにくい片仮名用語、これにつきましては極

力わかりやすい日本語で括弧の中に説明を入れたということにさせていただきました。 

 次にまた別の御指摘として、前回、システム整備というものを、８次空整ですから、計画を

立てるのがメインでありますけれども、そのシステム整備というものを待つのではなくして、

その前にできることはやるということについてもきちんと国の取り組み姿勢というものを明

らかにすべきであるといったような御指摘がありまして、１ページ目の１の一番最後の段落で

ありますが、前回よりも修文しておりますけれども、「航空の安全を前提として、既存ストッ

クを最大限に活用するとともに、航空保安業務をさらに効率的・効果的に実施するためのシス

テムや手法」、手法ですね、そんなに金がかからない手法、「を適時、適切に整備・導入して

いくことが必要である。」こういった表現に修正をしております。各論のところにおいても同

様の修正をしております。 

 ２の（１）のニアミス、安全の確保のところでありますけれども、これについての御指摘と

いうところで、今回の文章にはヒューマンエラーの話があるわけですが、事故の再発防止とい

う観点から考えると安全文化の醸成というのが重要である。単に個々人に起因するのではなく、

チームとか組織とか、もっと広く言うと社会ということになるのでしょうけれども、そういっ

たような安全文化の醸成が重要であるというようなことが何か盛り込めないかという御意見

がございまして、「安全文化」という言葉自体は取り入れることができなかったのですけれど

も、１ページ目の一番下から３行目あたりのところですが、「より広い視点から安全における

ヒューマンファクターに係る諸問題を解決することが求められる。」ということで、単に個々

人ということではなくて、チーム、組織、そんなイメージで、具体的にやろうとしているのは

チーム、組織の異なるところの連携強化を考えているわけですが、より広い視点からというこ

とでそういう内容を盛り込んだということにしております。 
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 ずっと大きな修文はないのですが、次に４ページ目でありますけれども、４ページ目の真ん

中からちょっと下なのですが、３の（１）の①のところの３行目以降ですが、御指摘として、

レーダー画面の表示について、形状、色などいろいろともっと改善できるのではないかといっ

たような御指摘がありまして、「管制官に錯誤が生じないような表示方法についても、さらに

検討する必要がある。」という文章を追加いたしました。 

 それから６ページのところで、６ページ目の上の半分でありますけれども、ここに書いてあ

りますのは２つのことが書いてありまして、航空情報センターの整備の検討の必要性、それか

ら技術管理センターの整備の必要性というのが書いてありますが、前回、この２つの説明が余

り量としてなかった、内容としても不十分であったと思いますが、もっと説明を書き加えてほ

しいということがありまして、今回、書き加えました。 

 この点につきまして、参考資料で少し説明をさせていただきますが、参考資料２というのが

ございまして、「前回の指摘事項に対する説明」というものでありますが、これの７ページを

見ていただきますと、「２．航空情報センターについて」というところでありますけれども、

その四角の中の「航空情報に求められているもの」の一番上でありますけれども、最近の航空

機にはＦＭＳ、これは飛行管理システムというものですが、通常、このＦＭＳが搭載されてい

るものが多いわけですが、データ依存型の運航になっている。よって、その航空機にすでに入

力されている航法データをもとにした自動操縦による飛行方式が主体となっており、これから

もますます増えていくわけであります。それで、そのデータの品質が安全性というものを左右

するということでありまして、航空データというものが安全運航上、非常に重要になっている

ということであります。 

 10ページをあけていただきますとポンチ絵がございますが、自動操縦ということであります

けれども、これはＣからＡに向かう航空機の図でありますけれども、通常はＢを経由してＡに

飛行していたという場合の例ですが、Ｂが何らかの原因で運用を休止をするといったようなこ

ともあるわけですが、その際にＥというものを経由してＡに向かうということが安全上、必要

なわけですが、このＢという情報がその航空機に入力されていないと相変わらずＢを通ってし

まうといったようなことになりかねないということで、こういった情報をより早く正確に国側

が情報提供をして、航空機側がそれを入力するといったようなことが不可欠であるということ

であります。また、国際民間航空機関のＩＣＡＯにおいては、こういったデータを世界的に相

互に交換をするといったことを要請しておりまして、こういったような要請にこたえるために

も既存の体制をリニューアルして、航空情報センターというものの整備を検討する必要がある
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のではないかと考えているわけであります。これは大規模な組織というものではなくして、既

存の体制というものをリニューアルするといったようなことを考えております。  

 技術管理センターにつきましては、資料の11ページを見ていただきますと、真ん中に図があ

りますけれども、これから次世代航空保安システムというものを整備していくわけですが、こ

れは真ん中のポンチ絵にありますように、この次世代航空保安システムというものは、航空機、

それから衛星、管制機関等の地上システム、この３つをネットワークを介して結ぶ総合的なシ

ステムになっているわけです。そうすると、この各システムというものがそれぞれあるわけで

すが、それぞれについて、開発・設計・製造・評価・運用等あるわけですが、それらの組織が

連携して総合的な技術管理体制をつくらなければこの３つをネットワークを介して相互に結

ぶというシステムを十分なものにできないと考えております。  

 具体的に言いますと、次世代システム自体はハード面なのですが、ソフト面という意味でも

これまで御説明しましたけれども、フリーフライトとか安全対策としてのヒューマンファクタ

ー対策など、そういった面での改良、開発・評価、そして実際に管制官が運用する技術として

ＡＴＭ（航空交通管理）とかＭＳＡＳとか、そういったような運用技術の確立というものもこ

ういったところで行う必要があると考えています。 

 これについては次のページにありますけれども、これは前々回に説明した資料でありますが、

諸外国におきましても、規模は違うにしてもこういった総合的な技術管理体制、アメリカにお

きましては半分がＦＡＡ、半分が民間というような、総計3,000名というような組織になって

いるようでありますが、規模は違うにしても、こういったような総合的な技術管理を行う組織

というものの設置を検討するということが必要であると考えているところであります。 

 本文に戻っていただきまして、資料５－２ですが、ただいまのは６ページだったのですが、

次に８ページの一番上のところで、これは危機管理で「不測の事態への対応」という項目のと

ころでありますけれども、御意見といたしまして、危機管理対応においては他の機関との連携

が非常に重要である。そういったことを記述すべきではないか。確かに、今回、ワールドカッ

プのテロ対応などにおいても関係機関との連携を強化したということがございましたが、そう

いったような御指摘がございました。それで、これはそのまま１行目に「関係機関との連携を

一層強化するとともに」ということを追加したところであります。 

 それから９ページの（６）のところでありますけれども、これは国際貢献のところで２点ご

ざいました。１点目が９ページ目の国際貢献の下から２段落目、「さらに」の部分であります

が、アジア太平洋地域におけるＣＮＳ／ＡＴＭの展開という意味で、諸外国においての次世代
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システムの担当要員の研修というものを日本で実施すべきではないかという御意見でありま

して、その旨、下から２段落目でありますが、「社会資本整備に加え、それを運用する航空保

安要員の育成も不可欠であることから、航空保安大学校において航空衛星センターやＡＴＭセ

ンターとの連携を図りながら、関係国・地域の要員を受け入れ、総合的な研修を実施すること

について検討する必要がある。」という表現にしております。 

 もう一点の御意見といたしまして、我が国でＭＴＳＡＴを打ち上げるわけでありますが、そ

れによってアジア太平洋地域との連携を深めていくといったようなことがあるわけですが、そ

うすると、この次世代航空保安システム、アジア太平洋地域でということは、同じように歩調

を合わせて、アメリカ、ヨーロッパにおいても、アメリカとＥＵがそれぞれ同様のとこをして

おりまして、次世代航空保安システムの整備という意味では三極体制ということがあり、その

図式の中で、ここからが御意見なわけですが、その三極体制というのであれば、国際機関にお

いてより積極的な役割を果たしてほしい、国際機関においてはＩＣＡＯも含めていろいろな意

味での標準化であるとか、そういったことが行われているわけですが、より積極的にそういっ

た役割を果たせるのではないかといったようなことがあり、明記すべきではないかということ

でありますが、一番下の段落でありますが、今後、欧米とあわせて衛星システムが全世界をカ

バーするということになるわけですから、今後、ＩＣＡＯ等の国際機関において一層積極的な

役割を果たすべく努めるということ、それから関係国・地域とともに国際機関との連絡調整を

密に図っていくということで、その前段部分が追加した部分でございます。 

 後で御説明しますけれども、日本航空907便航空事故の事故調の「勧告及び建議」が出され

ましたけれども、その事故調においてもＩＣＡＯに対して、今回、勧告を行ったわけですが、

そういったようなことがこの積極的な役割の流れの一端であると位置づけられるのではない

かと思います。 

 小型機のところは特に修正しておりません。 

 部会長をはじめとして、各委員からの御指摘、御意見を踏まえたところ、主なものでござい

ますが、説明させていただきました。 

 引き続きまして、資料５－３というものがございます。２枚紙であります。これはタイトル

が「航空分科会中間とりまとめ（航空保安システム整備関係部分）（案）」というものであり

ますけれども、先ほど御説明しましたシステム整備部会の中間とりまとめを要約したものでご

ざいます。これは８月23日に予定されている航空分科会、昔の航空審議会ですが、その航空分

科会で審議される中間とりまとめ案にこの２枚紙は盛り込まれるものになります。  
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 ちなみに、航空分科会の委員としては金本部会長、河内委員、福井委員がメンバーになって

おります。 

 これからこれを読み上げますけれども、本部会で了承された案につきましては、その後の変

更については部会長に一任していただきたいと思いますので、その点も含めまして御審議いた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これは２枚、短いので読み上げさせていただきます。 

航空分科会中間とりまとめ（航空保安システム整備関係部分）（案） 

１．航空保安システム整備の課題 

 我が国の航空保安システムは、全国規模で整備拡充を進めてきたところであるが、電波

覆域や音声通信等による限界があり、今後予想されるアジア太平洋地域等における航空交

通量の増大やユーザーニーズの多様化には適切に対応できない状況にある。 

 このため、人工衛星やデータリンク（データ通信）等の新技術を活用し、いかなる空域

においても一定水準のサービスを常時提供できるような次世代の航空保安システムの構

築に向けて、運輸多目的衛星（ＭＴＳＡＴ）、航空交通管理センター等の整備を着実に推

進する必要がある。 

 また、航空の安全を前提として、既存ストックを最大限に活用するとともに、航空保安

業務を更に効率的・効果的に実施するためのシステムや手法を適時・適切に整備・導入し

ていく必要がある。 

２．具体的な施策 

  （１）ニアミス事故再発防止を含む航空の安全の確保 

 航空機の事故やインシデントを更に減らし、より一層の航空の安全を確保するた

めには、ヒューマンエラーが発生しにくく、発生しても連鎖・増大させないシステ

ム等の構築が求められており、通過機・到着機の順位付け等の管制支援機能を付加

したレーダー情報処理システムの整備や航空機衝突防止装置の回避指示情報の管制

卓レーダー画面上への表示等のほか、チームの役割を重視した新たな研修や中立的

な第三者機関を活用する管制官の安全報告制度の導入等が必要である。 

  （２）次世代航空保安システムの導入による航空交通容量の拡大等 

 国内・国際における航空交通需要は今後さらに増大するものと予測されるが、特

に大都市圏拠点空港等の整備が進展した場合には遅延問題が更に深刻化することが

考えられることから、航空路における交通容量を拡大することが必要不可欠であり、
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ＭＴＳＡＴや衛星航法補強システム、航空交通管理センター等の整備を引き続き行

う必要がある。また、航空情報の品質管理及び提供を行う航空情報センターや次世

代システム等の総合的な管理を行う技術管理センターの整備を検討する必要がある。 

  （３）空域・航空路の再編等による運航効率の向上 

 近年の航空交通量の増大、最適経路飛行等のユーザーニーズの多様化等に応える

ため、柔軟な空域運用を行うとともに、特定の空域における航空交通の輻輳の回避

や円滑な交通流の形成を図ることが求められており、航空交通管理センターの整備

や航空交通管制部の管轄区域の再編、航空路の再編等を実施するほか、安全で最も

効率的な経路・高度で飛行を可能とするフリーフライトの実現に向けて検討を進め

る必要がある。 

  （４）テロ対策を含む危機管理 

 突発的な大規模災害やテロ等により、航空保安システムが壊滅的な被害を受けた

場合にも航空保安業務を確保するため、より幅広い危機管理体制の整備が求められ

ており、現在、稼働中のシステム開発評価・危機管理センター等を拡充・強化する

とともに、事業者等を含めた訓練のあり方について検討するほか、米国をはじめと

する飛行情報区が隣接する諸国と調整を行い、共同での危機管理計画の策定を目指

す必要がある。 

  （５）航空保安業務の効率性の向上 

 航空保安業務については、ユーザーが真に望むサービスを、質を低下させること

なく、より少ない要員・予算で効率的に提供していくことが求められており、混雑

空港における滑走路の占有時間等の見直しや空港処理容量の拡大を図るためのシミ

ュレーション評価を定期的に実施するほか、業務の拠点官署への統合化や保守業務

の民間委託を進める。また、現行システムについても次世代航空保安システムの移

行に伴い、段階的に廃止していく必要がある。 

  （６）国際貢献 

 我が国は、衛星を中核とした次世代航空保安システムの整備における最先進国の

一つとして位置付けられており、アジア太平洋地域等の航空の安全と発展を図るた

め、国際貢献に積極的に取り組んでいくことが求められており、ＭＴＳＡＴの利用

を積極的に働きかけるとともに、必要に応じて経済面及び技術面での支援を検討す

るほか、ＩＣＡＯなどの関連する国際機関等においても、一層積極的な役割を担っ
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ていく必要がある。 

  （７）小型航空機における安全の確保、利便性及び効率性の改善 

 小型航空機については、事故件数が依然多く、運航の安全性を向上させるための

対策とともに、その特性を十分考慮した利便性及び効率性の面での改善が求められ

ており、ターミナルエリアにおけるアドバイザリー業務の拡充の検討やヘリコプタ

ーの特性を活かした計器飛行方式による運航の実現に向けて環境整備を図るととも

に、小型航空機に係る航行援助施設使用料の見直しを検討する必要がある。 

 以上、２枚に要約したものでございますが、空港整備部会の方でのとりまとめたものとあわ

せまして、航空分科会での中間とりまとめとなることから、この２枚を要約する際にはそのほ

かのものとの文章の平仄と言いますか、そういったものをとったり、それから横文字の部分を

余り説明するのもなんですから、横文字の部分を極力日本語に直したというふうなことをしま

して今回のような文章ができあがったということであります。 

 よろしくお願いします。 

● 部会長 

 それでは、今の御説明について御質問、御意見がございましたらお願いいたします。  

 若干時間があいていますのでつまらないあれですが、今の２ページ目の（５）の最後から２

行目の「次世代航空保安システムの移行」というのはちょっと変で、「へ」が入るのではない

か、「への移行」ということではないかと思うのですが、いかがでしょうか。  

● 保安企画課長 そのとおりです。 

● 委員 

 書きぶりについての云々ではなくて質問なのですけれども、テロ対策を含む危機管理のとこ

ろで、事業者等を含めた訓練のあり方について検討というところで、例のアメリカのあれが起

きてからずいぶんたちますけれども、わが国は、検討を今からするという話なので、ぜひ知り

たいのは、具体的に訓練をやるということに対して、どういうことで支障があるのとか、何が

問題なのかを知っておきたいなと思って。物理的に不可能なのか、時間的に難しいとか、やろ

うと思えばできなくはないけれども、まだマニュアルとか、そういったものが確立していない

からそこを検討しないといけないとか、どこに問題があってできていないのでしょうか。 

● 保安企画課長 

 お答えします。 

 昨年９月に米国でのテロ事件がありましたので、我が国においても10月に、まあマニュアル
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はなくても当然できる話でありますが、より明確にするために、例えば航行している航空機を

緊急に着陸させるとか、離陸を禁止するとか、そういったようなことのマニュアルを策定しま

した。これにつきましては第２回でしょうか、そのマニュアルを参考資料としてつけておりま

す。また、実際の訓練も実施いたしました。作成したマニュアルに基づいて訓練というものは

できるわけです。しかし、訓練全体としては、事業者、それから個人、航空機の運航者、いろ

いろございます、エアラインも含めて。そういったものを動員した、より効果的な訓練がどう

あるべきなのかという、その訓練のやり方というのは、より工夫をしていかなければならない

と考えます。つまり、テロも含めまして、突発的な事件・事故というのは想像を超えたところ

にあるわけで、そういった想像を超えたところでも対応できるような訓練のあり方というのが

一番望ましいわけです。口で言うのはやさしく、実際にそういうものができるのかどうかは別

なのですが、そういったことを検討したいと思っているところでありまして、それが１点です。 

 もう一点は、昨年10月に訓練をいたしましたけれども、この訓練というのはより早く、例え

ば航空機を着陸させる。それから、航空機を離陸させない、こういったことも含めまして１分

１秒、早ければ早い方がいいわけです。これを１分１秒早くするためにはどうしたらいいのか

ということを検討する意味がある。この２点について検討していきたいと考えております。 

 繰り返しますけれども、今でも当然十分な対応はできますけれども、より効果的な訓練のあ

り方というのは十分検討に値すると思います。 

● 委員 

 例えば、管制官がコントロールしている空域が幾つかある中の１つが壊滅したとかいうよう

なときに、他の、それまでは管轄外だったところにパッと引き継いでもらうとか、そういった

ことも含まれるのですね。 

● 保安企画課長 

 管制卓若しくは管制機関全体が被災するなど、いろいろな原因で管制保安業務が実施できな

くなった場合に、そのバックアップをどうするかということについては検討し、かつ必要な整

備をしてきております。 

 ただし、これからの検討課題としては、例えば福岡にこれからＡＴＭセンターというものが

あり、これは全国を管理するような非常に重要な組織になるわけですが、これについて、その

ＡＴＭセンターが機能喪失したらどうするのかといったことは、当然これから検討しなければ

いけない問題になります。 

● 委員 わかりました。 
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● 部会長 

 そのほか何かございますでしょうか、よろしいでしょうか……。 

 もうすでに何度も見て御意見をいただいておりますので、もし特にございませんようでした

ら、これで中間とりまとめとして、あと特に２枚紙の部分についてはこれから空港整備関係と

あわせてということで少し調整が必要になる可能性もありますが、それについてはさっき保安

企画課長の方から御説明がございましたように、保安企画課長と私の方で調整をするというこ

とでお願いできたらと思いますが、いかがでしょうか。 

              〔「異議なし」の声あり〕  

● 部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、そういうことにさせていただきたいと思います。 

（３）アウトカム指標について 

 

● 部会長 

 それでは、次の議事に移りたいと思います。 

 「アウトカム指標について」ということで、これについても事務局の方からまず御説明をお

願いいたします。 

● 保安企画課長 

 それでは、資料５－４、「アウトカム指標について」、御説明いたします。  

 本文がいろいろございますが、一番最後の資料５－４－３、Ａ３判の一番最後についている

一覧表を見ていただきたいと思います。 

 前回、少し説明したところでありますが、これまでの空港整備計画で事業費の積み上げをと

いうことで説明していたものを、いろいろな施策でどの程度ニーズを充足されたのかといった

ような測定するアウトカム指標ということに変えていこうということで検討を始めているも

のでありますが、実は今回御説明するのは最終版での御審議ということではなく、途中段階で

の御説明ということになるわけですが、この表で一番左側に「利用者の基本的ニーズ」、これ

が７つございます。それから、具体的ニーズ、その１つ右の欄ですが、これが11ございます。

その具体的ニーズに対応した形で複数アウトカム指標というものを設定し、現況値を書いてい

るということであります。 

 これは空港整備部会とあわせたものでありますが、このシステム整備部会の関係ということ

で言いますと、基本的ニーズ３の「いつでも確実に行ける・運べる」というもので、具体的ニ
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ーズ５で「欠航がないこと」、具体的ニーズ６、「定時に到着すること」、それからニーズと

しては基本的ニーズ６の「安心（安全）である」、「航空機で安全に移動できること」、それ

らがありまして、指標としては⑨、それから⑫、「就航率の低い空港における欠航便の削減率」、

⑩、「国際航空路線（北太平洋ルート）の航空交通容量」、⑪、その北太平洋ルートにおいて

飛行計画どおりに航行できた航空機の割合、⑫「遅延航空便の割合」、それから⑱、⑲で「航

空事故発生率」、それから「重大インシデント発生率」等、アウトカム指標を設定していると

いうことであります。現況値、現在どうなのかという数値があり、これから目標値、何年でど

こまでといったような目標値をつくるといったような流れでありますが、今回はここまでであ

りますけれども、これからの作業として、この現況値に対して目標値というものを設定すると

いったようなことが１つございますが、もう一つ大きな検討事項として、ここに書いてありま

すのはニーズと言いますか、利用者の視点から、確実に行きたいとかそういったニーズ、そち

らの方からアプローチしてアウトカム指標の現況値を幾ら、そして目標値として幾らを幾らに

するといったような流れでの整理でありますけれども、これからの話ですが、今回、中間とり

まとめで具体的な施策がいろいろ出ているわけですが、その施策の効果を利用者にわかりやす

くするためにはどうしたらいいのかといったようなアプローチ、具体的施策の方からのアプロ

ーチといったようなものを検討していきたいと考えています。具体的な国民のニーズの方から

のアプローチ、施策の方からのアプローチ、両方あわせてどうなるかといったところをどう説

明できるか、また、このペーパーだけで説明することがなかなか難しい面もあるといったよう

な議論もありまして、そのようなことを考えているということでございます。  

 例えばで言いますと、先ほどアウトカム指標の⑩で北太平洋ルートの航空交通容量、これは

後ほど航空需要予測の話をしますが、この北太平洋ルートというアジア太平洋と北米の基幹ル

ートの容量ということでありますが、こういったアウトカム指標が出ていますが、これはいつ

でも確実にとか、定時に到着など国民、エアラインからのニーズからこういった指標をつくっ

たわけですが、今回の中間とりまとめも、例えばＭＴＳＡＴの打ち上げなど、そういった航空

交通容量拡大のための施策というものをとりまとめの中に盛り込んでいるわけですが、ＭＴＳ

ＡＴの打ち上げによってどのような効果が出るのかといったような点からのアプローチとい

ったことを各指標について行っていきたいということであります。 

 これらにつきましては、あわせてシステム整備部会で言いますと、日程はまた後で申します

けれども、次回などに御説明してまいりたいと考えております。 

 以上です。 
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● 部会長 

 これについて、何か御質問、御意見はございますでしょうか……。 

 今までのこの部会での御議論を聞いておりますと、もう少しきめ細かいアウトカム指標がこ

の分野は可能かなという気がしておりますが、航空路の途中で何らかの格好で渋滞が発生して

待っているとか、あるいは処理容量と言っても混雑時に利用者は固まる傾向がありますので、

もう少しきめ細かな混雑時容量についての別途の指標みたいなものも必要かなという気がし

ておりますし、貨物等ですと、深夜等のキャパシティがどうなっているかといったこともあり

得るのかなという気がしておりますが、この辺はいかかでしょうか。 

● 保安企画課長 

 アウトカム指標につきましては、時間的に言いますと相当莫大な時間をかけてここまで来て

いるというような経緯はあるのですけれども、今、部会長が言われたような指標、それぞれ検

討する意義はあると思うのですけれども、今までの検討の課程で１つ言えることは、このアウ

トカム指標は現況値と目標値というものを設定して、その目標値達成のためにこの施設整備等

が行われるといったような説明に使うような指標になるわけですが、そもそも現況値を始めと

して、数値で把握することが非常に難しいような指標もございます。それが数値化できるもの

であれば工夫をすればいいのですが、そもそも数値化するためのデータをつかみにくいという

ことから、それをアウトカム指標にするのが困難だったといったようなことも過去にはござい

ました。今、部会長が言われた指標につきまして、それが可能かどうかということについて検

討させていただきたいと思います。 

● 部会長 そのほか何かございますでしょうか。 

 どうぞ。 

● 委員 

 特に環境への配慮がなされているという部分に対する単なる質問ですが、この指標が私には

余りよくわかりません。例えば環境基準の屋内達成率というのは何の達成率なのか、すべての

家屋に対して達成されている家屋の数の比率なのか、あるいは地域の面積の比率なのか。それ

から空港周辺地域の緑地等の整備率というのは、何をもって整備がされていて、何をもって整

備がされていないというのか、あるいはエコエアポートというのは一体何なのか。もう少し説

明をつけるなり、あるいはわかりやすい指標の説明がどこかにあるのですか。  

● 保安企画課長 

 説明をはしょって申しわけなかったのですが、本文の７ページから８ページにかけてその説
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明がございます。先ほどの屋内達成率でありますと８ページ目のマル22というころでその定義

が書いてあります。 

● 委員 わかりました。 

 エコエアポートというのはどういうものなのですか。 

● 航空企画調査室長 

 エコエアポートと申しますのは、環境にやさしい空港整備を行っていくということを念頭に

置きまして、例えば汚水の処理ですとか、あるいは緑地の整備ですとか、国土交通省が示した

ガイドラインに基づいて空港毎に空港環境計画というものをつくって頂き、その計画に基づい

て環境問題の対策を実施している空港のことを「エコエアポート」と呼んでおります。よろし

ゅうございますでしょうか。 

● 委員 はい。 

● 部会長 

 「アウトカム指標」と呼ぶ指標かどうかというのはちょっと齟齬がある感じではありますが、

この辺は指標をつくるのはなかなか難しいところで、いろいろ苦労されているところだと思い

ます。 

● 委員 もう一ついいですか。 

● 部会長 どうぞ。 

● 委員 

 特にこの環境の問題についてはパブリックコメントがフィードバックがされにくい傾向が

あります。従来は、ともすると定期操縦士協会とか、エアラインの意見が反映されやすくなっ

ているので、実際に計画に基づいて整備が始まると、空港周辺の騒音とか、あるいは環境で問

題が起こる場合が多いのです。どこかでそういうところを十分に配慮しておいた方がいいよう

に思います。 

 エアライン側の要望は通常、ＲＮＡＶにしてもできるだけ燃料を少なくして、できるだけ効

率的に飛びたいという要望が来ますけれども、周辺住民からはできれば静かにしておいてほし

いという要望が出てくるのです。住民の意見が計画段階ではなかなか反映されにくいという状

況があるので、そこを一工夫された方がいいのではないかと思います。 

● 保安企画課長 

 はい。今回のパブリックコメントの要望・回答にもございましたけれども、エアラインやパ

イロットの方から、効率性重視と言いますか、そういったことからの経路設定の要望等がござ
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いますが、国の方としましては、その効率性も大事なのですけれども、環境面への配慮という

ものも十分に考慮して飛行経路等の設定を行っていきたいと考えております。  

● 委員 よろしくお願い致します。 

● 委員 

 このアウトカム指標ですけれども、航空保安システム整備部会でのポイントは、いわゆる航

空保安システムを整備することによって、安全に効率的な、エフィシェントな航空保安業務を

実行していく。そういった観点から言うと、アウトカム指標に効率みたいなところが一部しか

反映されていないのではないかと思われます。安全に関しては具体的ニーズの９である程度反

映されていますけれども、コストというか、効率性みたいなところが具体的なニーズの６とい

う形になってしまっていて、確かに利用者ニーズという観点から見ると致し方のないような気

もするのですけれども、やはりそういう次世代の航空保安システムを効率よく入れていくのだ

というようなところがこのアウトカム指標に反映されていると、少しでも反映することができ

ればいいなと思いましたので、ちょっと御検討頂ければと思います。 

 ただ、利用者ニーズという観点から言ってしまうと、確かに難しいところもあるかもわから

ないなとは思うのですが。 

● 保安企画課長 

 恐らく今の効率性という観点は基本的ニーズ－４の低廉な運賃でというところに関連して

いると思います。これは航空保安業務に限らず効率性が図られれば、それは運賃に反映できる

ということであります。ただこの一覧表を見てもわかるのですけれども、そのところのアウト

カム指標として運賃だけがあり、これは運賃で代表すれば十分ではないかという観点で、整理

しているわけですが、議論があるところだと思います。 

● 部会長 

 実際にどうやるかというのは難しいところですが、この運賃を下げるのは空港及び航空保安

の努力に加えて、エアラインの努力がありまして、全部ごっちゃになっているという面があり

ます。ですから、なかなか実際に指標をつくるのは難しいのですが、空港に関しても、保安に

関してもこの手の効率性指標みたいなものができると非常に国民にとっては、お金をかけてい

るように見えるのだけれども、実質的には、例えば国民の利用者１人当たりにすればこんなに

下がっているといった努力の跡が見えるようにできるといいなという気がいたします。 

 どうぞ。 

● 委員 
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 ちょっと気がついたことを申し上げます。 

 アウトカム指標についての冊子の７ページなのですけれども、具体的ニーズ－９、「航空機

で安全に移動できること」ということが書いてあるので、アンダーラインが引いてあります。

２行目の航空事故発生率の低下についてですけれども、どうも発生率の低下という表現ですと、

低下しても事故のパーセンテージは残ることになります。いずれはだれかが事故にあってしま

うということになりますので、航空事故の発生はあってはならないという観点から、安全な滑

走路の維持等を設定すべきではないかという書き方がいいのではないかなと思います。 

 航空事故発生率の低減というレベルでやっていくと、必ずだれかが事故にあってしまうとい

うことになるので、理想論になってしまうのですけれども、航空事故があってはならないとい

う観点から物事を考えていくという観点が重要ではないかなと思います。 

● 保安企画課長 

 物事を０にするのを目標にするというのが妥当性を持つ場合と、妥当性を持たない場合があ

るのではないかと考えます。航空事故というのは確かにあってはならないのですけれども、現

実には０にはならないわけですね。そこで０を目標にするというのももちろんあると思うので

すが、それよりも現実的な数値として、現況値を少しでも下げるとか、もしくは航空機の数が

ふえても率を多少でも低下させて、事故件数はひょっとしたら上がるかもしれないのですが、

率というものは低下させていくというのを目標にするとか、そういった方向になると思います。

これはちょっと横道にそれる説明になりますけれども、このアウトカム指標というのは財政当

局に説明する場合にも、これからはこの目標値をもって説明していくということになるのです

が、その際により説得力のあるアウトカム指標は何か、目標値は何かといったようなこともち

ょっと気にしなければいけないことがありますので、ここは現実的な方を採用させていただき

ました。 

● 委員 はい。つまらない質問で。 

● 部会長 

 つまらなくなくて、非常に重要な問題なのですが、今の問題については、100％安全という

のは当然望ましいわけですが、それがただで達成できるわけではない。極端に言えば、飛行機

を飛ばさなければ事故は０になりますということで、完璧に０にしようと思うと飛ばさないと

いうことになるのですが、それはどう見ても妥当な結論ではない。途中段階でどこまでコスト

をかけて安全を確保すべきかといったある意味で難しい意思決定をせざるを得ないわけです

ね。それについてはやはり０が望ましいのですが、その０を達成するためにコストがかかる、
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非常に大きなコストがかかるということを前提に合理的な意思決定をしなければいけないと

いうことなのだろうと思います。 

 こういうものを合理的に考えていくというのは心情的になかなか難しい面はあるのですが、

やはりそれをやらないとリスクというのはいろいろなものがあって、そのリスクに対して手を

打つときにコストがさまざまで、割と安いコストでできるものもありますし、めちゃくちゃに

コストがかかるものもある。アメリカでいろいろなものの安全性についてどれぐらい実際にコ

ストがかかっているかという例を計算したものがあるのですが、人命１人救うために何兆円も

かかっているものがあったり、100万円のものもあったりという非常にばらついている状況が

あるというので何とかすべきだという話があって、割とこの辺のリスク絡みの合理的な意思決

定についてシステムがつくられてきているという段階のようです。 

 日本の場合はなかなかそういうことを表立って議論ができないということで、対応が多分お

くれているということだろうかと思います。こういう評価をするようになると、その辺の厳し

い、心情的に非常に難しいことについてもきちんと説明をしていくということになるのではな

いかという気がいたしております。余計なことを申しましたが。 

● 委員 

 精神的には事故はあってはならないという御意見はよくわかるのですが、私は個人的には逆

に、飛行機は現在は大体この程度は危ないものだということをちゃんと公表する、事故率はこ

の程度あるということを知って乗っていただくということが大事だろうと思っています。私は

自分の専門分野ですから、この程度危ないものだと承知して乗っていますから、生命保険はち

ゃんと掛けて乗りますし、（笑声）事故の場合はある程度やむを得ないと思って乗っています。 

 ただ、現在の事故率は低いかというと、これは我々専門家の問題でもありますけれども、ざ

っと計算すると50年、生まれてからずっと飛行機の中で暮らすと、50年に１回は事故にあって

しまうところで、もっと下げてほしいと思います。 

 しかし、一方で平気でタクシーに乗ったり車を運転したりということを考えると、こちらは

年間、約１万人が日本全体で亡くなっている危険状態ですから、まだ飛行機に乗ることはそれ

ほど確率の悪いものではないと自分では思っています。事故率をこういうふうに公表しておけ

ば一般の人も覚悟して乗っていただけるのではないかと思いますし、運航側も限りなく０に近

づけるように責任感を持てば、最終的にはさっきおっしゃった事故があってはならないところ

に向かっていくのだろうと思うので、こういうアウトカム指標は私はぜひ残しておいてほしい

と思います。 
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● 委員 

 今のことに関連してですが、この事故発生率の書きぶり、0.195件が10万飛行時間というと

ころですね。データ処理上はこういうふうになるのでしょうけれども、ごく一般人が見たい値

のありようとしては、時間あたりというよりは、１回のフライトでどれぐらい当たるのかとい

う、そっちの方がすぐわかるでしょう。 

 もう一つは運賃の16.2円／人キロのところですけれども、豚肉ではあるまいしという感じで、

これもこれでいいですけれども、背景に参考として、例えば東京～福岡だったら幾らとか、も

うちょっと直感としてわかるような表現も併記していただく方がわかりやすいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

● 部会長 

 一般向けパンフレットをつくるときにはそういうふうな工夫もいろいろお願いをしたいと

思います。財政当局に持っていくと何となく妙なことになるかもしれないということもあるか

もしれませんが。 

● 委員 

 航空というものは陸上交通や海上交通に比べると空中を飛んでいるわけで、ニュートンの原

理の逆を行っているわけですから、安全を確保するためにはかなりのコストがかかるというこ

とは当たり前のことなのです。しかし、普通は、航空を陸上、海上と同じような条件で考えて

しまいます。航空というものはそういう反引力のところをオペレーションしているのだという

ことを財政当局にもよく説明していただいて、ほかの２つと比べて格段にコストはかかるとい

うことは力説するべきだろうと思います。 

 航空が我々にもたらす利便性というものは今さら申すまでもなく革命的なもので、だれも戦

後すぐの今から６０年前には、日本からアメリカに10時間切って行けるなんて思わなかったわ

けですから、そういうことが可能になっているわけです。また、コストをかけて時間短縮を可

能にしたと同時に大量輸送を可能にしたわけで１人当たりのコストは安くなっている。船に乗

って10日もかかって北太平洋を横断すると、時間といい、お金といい、たくさんかかるわけで

すから。そういうものもアウトカム指標で対比としてあればわかりやすいだろうと思います。 

● 部会長 

 ほかの分野のこういうアウトカム指標が多分出てくるはずですから、乗用車の道路交通のリ

スクというのはこれの100倍とかと、桁が大分違う事故率だということもわかることだと思い

ます。飛行機というのは引力に逆らっている割に極めて安全という面があるということはあろ
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うかと思いますが、だから事故がこの程度あってもしょうがないということではなくて、事故

を少なくする努力というのは不断にしていく必要があると、そういうことであろうかと思いま

す。 

 そのほか何かございますでしょうか。 

● 航空企画調査室長 

 先ほど委員の方から、「低廉な運賃で行ける・運べる」のところで工夫ができないかという

御指摘がございました。私どもアウトカム指標をつくるということで、かなり悩みつつ作って

いるところですけれども、先ほど部会長がおっしゃられましたように、航空運賃は自由化され

ているものですから、どの程度の運賃設定をするのかというものは非常に目標値を置きにくい

部分がございます。ここで私どもが考えておりますのは、空港容量の制約を取り払って、競争

を促進すれば、現在よりも賃率、イールドが低下していくだろうということであります。なか

なか具体的な目標値を置くことは難しいところがありますが、現在よりも賃率、イールドを低

下させることを目指すことも１つのアウトカム指標ではないかということを空港整備部会で

議論して頂いております。例えば東京、福岡を幾らの運賃にするというのはわかりやすい目標

かもしれませんけれども、なかなかそういう形では目標値はおけないと考えております。 

● 航空局次長 ちょっとよろしいですか。 

● 部会長 どうぞ。 

● 航空局次長 

 アウトカム指標について、先ほども事務局の方からいろいろ御説明申し上げましたけれども、

実はこれをどういうふうに体系的に組み上げていくのかという部分についてはまだ行政の中

でもいろいろ議論をしているというか、ディスカッションのオンザゴーイングでございまして、

最終的にアウトカム指標というものをこういう形で表に出していくべきだという共通のコン

センサスが実はあるわけではございません。したがって、いろいろ試行錯誤しながらいろいろ

な指標というのを我々としても今考えている段階だということで、その際、委員の皆様方のい

ろいろな意見等も当然私どもとしては念頭に置きながら工夫してまいりたいと思っておりま

す。 

 今回、私どもがアウトカム指標を議論する際に、実は論点が３つほどあるのではないかと思

っています。１つは、結局国の政策というものを国民により近い場面で評価し得るような指標

というものを考えていく。結局、その中で出てくるのが国民のニーズから、一体国民は何を求

めているのか、航空輸送に一体何を求めているのか。そのことに政策としてどう貢献できるの
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か。その政策として貢献できる部分というのが実はやはり行政と民間の役割という部分で、先

ほどの運賃の話のように、実は民間としては、ユーザーとしてはできるだけ安い運賃が望まし

いということなのだけれども、それでは政策として関わり合いができる範囲はどこまでなのだ

という部分があって、それは民間で最終的に判断すべき部分、そういう仕分けが実はユーザー

からアプローチしていくと政策のカバー範囲という部分が当然議論になって出てまいります。 

 その中で、実はじゃあこんな政策が考えられるのではないかなということでアウトカム指標

を議論する中で政策の方にフィードバックしていくという、新しい政策を立案していくという

プロセスというものを私どもはアウトカム指標の１つの役割だというふうに考えております

ので、今申し上げましたようなアプローチで国民は、国民というか、ユーザーは一体何を期待

しているのかということを体系的に整理していくというのは１つ意味があるのだろうと。その

中で政策として対応できる部分はどういう部分があって、それが具体的にどういう形の成果で

あらわれてくるのかということを議論としてやっていくことは多分意味があるのだろうとい

うふうに思っております。 

 それからもう一つは、今度は逆に政策の方からアプローチして、こういう政策をすることが

国民の皆さんにとって直接どういう形であらわれてくるのかというアプローチ、それは今回の

空港整備計画の中で具体的な政策というものをいろいろ御議論いただいて、その中でこういう

方向性ということを示されたときに、その方向性が具体的にユーザーの皆さんにどういう形で

具体的な成果としてあらわれてくるのかというアプローチ、これを実は今後、空整計画をつく

るに当たって、それは私どもとしてこれから検討をしていきたいということを申し上げている

わけで、その作業を中間報告以降、また御協力をお願いしたいと思っております。  

 それからもう一つは、先ほどちょっとお話がございました行政のパフォーマンスの、言って

みれば業績評価というようなことで、まず我々の例えば航空保安システム、あるいは航空保安

官署というものに課されたミッションをきちっと果たしているかどうかという部分での業績

測定という意味でのアウトカムというアプローチも当然あるのだろうと思っております。  

 先ほど、我々の行政官署に与えられた中で、安全というのは当然なのだけれども、より効率

的なパフォーマンスを管制当局はちゃんとやっているのかどうか、そういうものを測定する、

評価するアウトカム指標というものがあってもいいのではないかという御意見だと聞いてお

りますけれども、そこも実は議論はやっていかなければいけないのかなと考えておりまして、

今言ったような３つ、つまり政策というものを考える際に国民は一体何を求めているのか、そ

れをどういう指標で認識していったらいいのかという意味でのアウトカム、これはむしろニー
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ズの指標だと思うのですが、それを踏まえて政策立案して、その政策が直接国民にどういう形

で貢献できるのかというアウトカム、それから行政としての業績評価としてどういうパフォー

マンスを求められていて、それに対してどれだけこたえているのかという部分でのアウトカム、

ちょっと考え方としては３種類あると思っておりまして、これまでの議論として整理してきた

のは、一番最初の国民のニーズを政策にフィードバックするための指標としてどういうものが

あるのかという議論を今までしてきて、ここまで別表のような形でとりあえずまとめてみたと

いうことなのですが、これからはそれを踏まえて政策としてどういう方向性を打ち出し、その

方向性を打ち出した政策がどういう形で国民に貢献できるのかという部分の議論を最終報告

までにぜひやらせていただきたい。 

 それとあわせて、そういう政策が国民から行政に対して求められているということであると

すると、それに対してよいパフォーマンスをしたかどうかという部分での業績評価という意味

でのアウトカムというものも私どもこれからよく勉強してみたいなと思っております。 

 済みません、ちょっと長くなりました。 

● 部会長 

 よろしいでしょうか……。 

 今さっきの羽田～福岡間が幾らになったというふうなことでは、多分、話はそうではなくて、

羽田～福岡間、何百キロだから、何百キロにするとこれが幾らですと、そういう例で説明をし

てほしいと、そんな感じなのだろうと思いますが、ただその具体例を出しますと、実際にそこ

の平均運賃は幾らかという話になりますので、ちょっと受け取る側として混乱を招く可能性も

あります。その辺はわかりやすい指標の説明ということに努力していただければと思いますけ

れども。 

 そのほか何かございますでしょうか。 

● 委員 

 指標というのは必ず非常に多面的な現象をたった１つの数で割り切るので、指標を選択した

瞬間にほかがみんな抜け落ちてしまうという危険性は十分御注意いただきたいと思います。特

に、評価を指標でやり出すと、指標だけを見て、それをいかに向上させるかということにフィ

ードバックが効き過ぎると他の多面的なところが落ちてしまう危険性があるので、指標を選択

されるときにはそこで何が抜け落ちたかということを十分にコメントした報告書をつくって

いただきたいと思います。 

● 部会長 
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 それでは、大体一巡したようですので、「アウトカム指標について」についてはここまでに

させていただきまして、一応議事は終了したのですが、幾つか参考資料がございますので、そ

れについて事務局の方から御説明いただければと思います。 

● 保安企画課長 

 それでは、残りの参考資料の説明をさせていただきます。 

 ２系統ありまして、まず参考資料３の需要予測案の説明と、それから参考資料の５と６、こ

れは日本航空907便事故と、最近のドイツにおける事故の説明をさせていただきます。 

 まず、参考資料３の説明でありますけれども、タイトルが「北太平洋（ＮＯＰＡＣ）ルート

における需要予測案」と書いてございますが、５ページをあけていただきますと、北太平洋ル

ートがどれかというのがわかる図がございます。一番北に５本、アジア太平洋地域から北米等

を結ぶ航空路が、これは５本なのですけれども、ありまして、そこに「ＮＯＰＡＣ」とありま

す。これはNorth Pacific というルートであります。これがアジア太平洋と北米を結ぶ大動脈と

いうことでありまして、これについて需要予測を行ったというものであります。  

 １ページ目に戻っていただきまして、１ページ目の冒頭のところですが、この北太平洋ルー

トにおける需要予測でありますけれども、平成６年の６月に「航空審議会23号答申」というも

のが出されましたけれども、これは次世代航空保安システム、衛星、ＭＴＳＡＴの打ち上げを

含む次世代航空保安システムの導入というものをとりまとめた当時の答申であります。８次空

整の１つ前の、今回の計画の１つ前の７次空整ではこの需要予測は行っていないので、今回の

予測は平成６年に次いでの予測になりますけれども、時点修正を行ったというような位置づけ

であります。 

 （１）需要予測の方法でありますけれども、これは平成６年のやり方と大筋においては同じ

やり方でありますけれども、2000年における北太平洋ルートの通過機の実績値、これは年間の

フライトプランのデータを統計的にとりまして、年間の実績値を出しまして、これに今後予想

される需要の伸び率を掛け合わせることによりまして推計するというものであります。2000

年の実績値でありますけれども、合計８万2,000機ですが、これは日本発着、日本と北米、そ

れから上空通過、日本よりも西側の地域から北米とを結ぶ交通量を分けまして、日本発着が約

４万8,000、それから上空通過が３万4,000と実績で分かれるわけですが、この２つに分けまし

て、それぞれに違った伸び率を掛けようというやり方です。 

 ２つ目の黒丸のところでありますけれども、まず日本発着機数の伸び率をどう見るかという

ことでは、今回、空港整備部会において、日本とアメリカ方面の旅客数の伸び率を出しており
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ます。これは第４回の空港整備部会で出されたものですが、これを利用しまして2000年～2007

年は4.2％、2007年～12年は4.8％の年の伸び率ということで出されておりまして、これを利用

する。 

 それから上空通過でありますけれども、これはＩＣＡＯの方で伸び率を、次の２ページの上

の方に書いてございますが、2000年～2005年、2006年～2010年、2011年～2015年とそれぞれ伸

び率を出しておりまして、このＩＣＡＯの伸び率を利用して、先ほどの2000年の実績値、これ

をスタート台にしまして、この伸び率をそれぞれ掛け合わせて、その伸び率を掛けたものを各

年合計して見るとその２ページ目の表１でありますけれども、このような合計したものがこの

予測値になるというものです。2001年が８万5,000、2012年は14万6,000、このようになってい

まして、これは年平均伸び率で出しますと5.0％ということになります。 

 ３ページ目にその年平均５％の伸びでありますけれども、棒グラフは実績値でありまして、

2000年を柱にしまして5.0％、平均で掛けたものを予測値として出しております。 

 それから、２ページ目のその他というところでありますけれども、5.0％という推計だった

のですが、参考までに別のやり方でも出してみようということであります。先ほどＩＣＡＯで

出されている推計というものを御紹介しましたけれども、これはアジア太平洋地域と北米の旅

客便の推移というものを出しているわけですが、そのアジア太平洋地域の中には日本も含まれ

ているわけで、日本離発着の航空機もＩＣＡＯの統計の中には数値的に入っているわけです。

そこで、先ほどの航空審議会の前回のやり方をそのまま使って出したわけですが、もう一つの

やり方としては、ＩＣＡＯの数値の伸び率をそのまま2000年の実績値に掛け合わせるというこ

とで、先ほど見たＩＣＡＯの伸び率が２ページ目の下半分に書いてございますが、単純にそれ

だけを掛け合わせるということになりますと、表の２のようになりまして、2012年ですと15

万9,000ということで数値が若干上がっております。これは年平均伸び率で見ますと5.7％とい

うことで、平均で0.7ポイント上回るということで、４ページがその参考予測値、三角形を結

んだグラフになります。いずれにましてもという言い方はおかしいですが、大体５％台の伸び

率になるということであります。 

 ちなみに、23号答申で予測した伸び率が年平均で6.7％と予測したのですが、実績を見ます

と6.9％ということで0.2ポイントの乖離でありまして、ほぼ一致しているということでありま

して、伸び率の出し方につきましては、基本的には上空通過と日本発着を分けるという方法を

ベースにして、もう一つＩＣＡＯの伸び率を参考にして推計する案、二通りを出してみたとい

うことであります。 
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 参考までに、６ページには空港整備部会、もしくはＩＣＡＯでこの推計の前提としている社

会経済フレームをここに挙げております。 

 次に参考資料の５と６、まず参考資料５がありますけれども、航空・鉄道事故調査委員会の

方での調査結果でありますが、事故の概要のところは説明を省略させていただきますが、１の

下の方の事故原因から御説明しますが、航空管制側と航空機側と分けて２ページ目に書いてご

ざいます。 

 簡単に説明しますと、航空管制側の原因としてこの調査結果によりますと、管制官が907便

と他の航空機の方に意識が集中していたこと、教官が訓練している管制官に解説をしていたこ

とから958便の存在というものを失念していた。そしてハード面の話ですが、管制卓の異常接

近警報が、これはシステム上の問題であるわけですが、航空機が旋回中であったということで、

通常よりもおくれて最接近の１分前となって管制官が心理的に動揺したということが書いて

あります。 

 （２）の航空機側の原因でありますが、ＴＣＡＳのＲＡ、回避指示と上昇の指示があったわ

けですが、そのときに管制からの降下指示を受けてすでに降下操作を開始していたために変更

することが心理的に困難であった、（２）の①であります。それから、運航乗務員には高々度

における航空機の上昇性能について懸念があったということが書いてございます。３ページ目

でありますが、③でＴＣＡＳの回避指示と逆の操作を行うことが危険である点についてパイロ

ットの認識が十分でなかった。このことは航空機の運航に関する規定類の表現や教育訓練の内

容が不十分であったことに起因していたといったような表現になっております。  

 ３として「勧告及び建議」でありますが、まず（１）でありますけれども、異常接近警報、

ＣＮＦと言いますが、その作動時期を改善すること。管制業務実施中のＯＪＴの実施方法を見

直すこと。それから③ですが、航空機におけるＴＣＡＳの作動状況を、管制側においても迅速

に把握できるようにすることなどであります。それから（２）でありますけれども、航空機の

運航業務におけるＴＣＡＳ作動時の適切な対応でありますけれども、①にありますように、管

制指示とＴＣＡＳ指示が異なるときを含め、ＴＣＡＳのＲＡ指示には必ず従うという原則を明

確化することなどが書いてございます。「さらに」ということでなお書きですが、（２）の①

のＴＣＡＳに関連する部分の原則でありますけれども、それに関連するＩＣＡＯの規定を改正

するようＩＣＡＯに安全勧告を行うと書かれております。 

 それから、最近発生しましたドイツにおける空中衝突事故でありますけれども、これも事故

の概要につきましては省略させていただきまして、４以下でありますが、チューリッヒ管制部
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の状況ということであります。これにつきましては時刻等も含めましてドイツ事故調査当局の

発表による内容であります。今後の調査の結果、変更される可能性はございますが、４以下に

書いておりますところを御説明しますと、チューリッヒ管制部の状況でありますけれども、異

常接近警報システムは「当時、作動していなかった」というふうにございます。今の部分は１

ページ目の一番下の部分ですが、それから次のページで、本来、２人の管制官で対応するとこ

ろ、１人は休憩のために管制室の外にいた。それで１人で対応していたといったというような

ことが書いてあります。 

 それから５の「衝突に至る経緯」のところでありますけれども、この３ページ目のところに

衝突した時刻が「 23時35分32秒」と書いてございますが、この衝突の時刻から逆算した時間で

言いますと、航空機側でＴＣＡＳというものが衝突の50秒前に接近情報を発した。衝突の43

秒前に管制官が旅客機の方に降下指示を出している。衝突36秒前にＴＣＡＳがＲＡ、回避指示

を発した。その後、衝突29秒前に降下指示を出しまして、旅客機は降下を開始し、衝突したと

いったような時間的な経緯が公表されております。 

 参考までにということですが、一番最後のページにスイスの航空管制機関、これはスカイガ

イド社というものですが、現在、スイス連邦が99.85％の株式を保有する非営利の株式会社と

いう位置づけになっております。 

 以上、参考資料の説明を終わらせていただきます。 

● 部会長 

 どうもありがとうございました。 

 以上の御説明について、御質問がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか…

…。 

 では、用意していた議題はこれで多分全部終了ということだと思いますが、何か事務局から

ございましたらお願いいたします。 

● 保安企画課長 

 それでは、今回、航空保安システム整備部会としての中間的なとりまとめをいただきました

けれども、今後の予定について御説明させていただきます。 

 まず航空分科会の方の今後の予定ですが、先ほど申し上げましたけれども、８月23日に第２

回の航空分科会が開催されまして、そこで中間とりまとめ、先ほど御了解いただきました２枚

紙を含めた形で中間とりまとめが行われる予定であります。年末には航空分科会としての最終

とりまとめが行われる予定であります。航空保安システム整備部会の方でありますが、最終と
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りまとめに向けての段取りとして、10月以降、12月にかけまして１回ないし２回のシステム整

備部会を開催することを予定しておりまして、また時期等については部会長、各委員と相談さ

せていただきますが、そのように考えております。  

 今後、次の部会までの間に、今回とりまとめたシステム整備部会の中間とりまとめ、これを

もとに定航協等の関係団体と意見交換をし、また特に小型機に対する航行援助施設使用料の見

直しというものも盛り込んでおりますので、それについても調整することなどを考えておりま

して、次回の部会にはその報告をさせていただきたいと考えております。 

 以上、今後のスケジュールでございます。 

● 部会長 

 どうもありがとうございました。 

 秋にあと１～２回、多分お集まりいただくことになるかと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

 それでは、何かほかに御意見はございますか……。 

 では、最後に航空局長の方から御発言ということでお願いいたします。 

● 航空局長 

 それでは、お許しをいただきまして、一言御挨拶をさせていただければと思います。  

 きょうまで、去る４月５日でございましたけれども、交通政策審議会の方にうちの大臣の方

から、今後の空港、それから航空保安施設の整備に関する方策についてということでお諮りを

させていただいたわけでございますが、航空保安システムの整備につきましてはこの部会にお

きまして４月25日以来、大変お忙しい先生方に約３ヶ月にわたりまして５回、開催をさせてい

ただいた中で、きょう中間的なとりまとめの御審議をいただきました。大変ありがとうござい

ました。 

 もう申すまでもなく、先ほど御報告もさせていただきましたような諸外国の事案も発生して

おります。航空の安全確保というのはもう毎度言われることではありますけれども、当然のこ

とながら最優先の課題であるわけでございまして、その安全を支える航空保安システム、これ

を今後どう整備していくべきか。他方で財政事情もなかなか厳しいものがございます。空港整

備特会も大変厳しい状況がございまして、14年度はいわば滑走路延長等を含めた新規の事業採

択を一切見送ったというふうな事情の中で、他方でまだ道半ばでございます。ある意味ではお

くれております大都市圏の拠点空港の整備に力を入れていかなければいけない。こういった事

情もある中で、他方で航空保安システム整備につきましても安全を支える、他方でまた昨今、
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航空輸送の量的な問題、質的な問題、これについてのニーズも大変高うございます。そういう

意味では安全に加えて、良質でリーズナブルな航空保安サービス、これを提供していかなけれ

ばいけない責務が我々は課せられていると思っておりまして、そういう意味では緊急性の高い

事業、あるいは既存ストックをなるべく有効活用していく、こういうことも当然大事な視点だ

と思いつつ、将来を見据えては、新しい航空保安システム整備の体制もきちっとグローバルな

役割分担のものも含めまして対応していかなければいけないということでは、衛星であります

とかＡＴＭセンターとか、そういったことについてもきちっと対応していかなければいけない

と思っております。 

 今後、最終的な年末のとりまとめに向けまして、この部会の部会長以下、諸先生方にもお忙

しい中、また御足労をおかけする機会がありますが、また引き続きぜひよろしくお願い申し上

げまして、この中間的なとりまとめの御審議をいただいたことをこの機会に一言御礼を申し上

げさせていただければありがたいと思います。 

 本当にありがとうございました。 

 なお、私事ではございますけれども、あす、7月31日までの任期ということで、航空局長と

しての任期は終わる予定でございますが、これまで本当に私自身も部会長をはじめ諸先生方に

はお世話になりまして、ありがとうございました。 

 私自身は違う分野に移りますけれども、また航空行政につきましては引き続きこれまで同様、

またこれまで以上に先生方の御指導、御鞭撻を賜ればありがたいと思います。  

 どうも大変ありがとうございました。 

● 部会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、これで閉会とさせていただきますが、お忙しい中、熱心な御議論をいただきまし

て、大変ありがとうございました。 

 

３ 閉      会 


